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中山間地域における ｢小さな拠点｣ づくりと
「住民自治ビジネス」に関する序論
　　 奈良県川上村「かわかみらいふ」の事例分析をもとにして 　　
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おわりに

はじめに

　人口減少問題の克服と経済成長力の確保を中長期

的に可能にするために、2014 年に、まち・ひと・し

ごと創生（以下『地方創生』）「長期ビジョン」と「総

合戦略」が策定された。長期ビジョンにおいて、

2060 年に１億人程度の人口を確保する中長期展望

を提示し、「しごと」と「ひと」の好循環を作り、「ま

ち」の活性化を目標とする総合的な戦略を、2015 年

から 2019 年の 5年間に遂行するというものであり、

通称「地方創生」政策と呼ばれるものの基礎にすえ

られている。

　国が策定した「地方創生」総合戦略において、「ま

ち」の活性化のため、時代に合った地域をつくり、

安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携す

るという目標が設定されている。それは、連携中枢

都市圏、定住自立圏、「小さな拠点」の形成推進と

いう形で、大都市から中山間地域までの階層的な秩

序として施策が遂行されることになった。

　本稿では、中山間地域を維持するための ｢小さな

拠点｣ 形成政策に注目する。2018 年度に改定された

「地方創生」総合戦略によると、｢小さな拠点｣ の現

在の形成数は 908 で、整備目標数は 1,000 か所とな

っている。また、「小さな拠点」の形成とならんで、

中山間地域の維持のため、2015 年度改訂版から、「地

方創生」総合戦略には地域住民が主体となって地域

課題の解決に取り組む多機能型の組織としての「地

域運営組織」形成推進も掲げられるようになった。

2018 年の「地域運営組織」の形成数は 4,177 団体、

目標数は 5,000 団体ということになっている。各都

道府県、市町村ごとに、「地方創生」に関する総合

戦略を策定することが求められたので、「小さな拠

点」も「地域運営組織」も、「地方創生」政策の取

り組みが始まってから、形成数が増加してきている。

　本稿の課題は、中山間地域における ｢小さな拠

点｣ づくりの実際を奈良県川上村の「かわかみらい

ふ」の取り組みから考察し、拠点をつくるために必

要な観点について、「住民自治ビジネス」という枠

組みを試論的に提起することにある。

　国の進める ｢地方創生｣ 政策の枠組みにおける

｢小さな拠点｣ の形成は、中山間地域の再編、縮小

につながりかねないのではないかという評価もあ

る。一方で、現場 ･実践レベルでの ｢小さな拠点｣

づくりは、住民自治の取り組みの一環として、また

自治体・市町村が公共性を基盤にしながらビジネス
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的な手法や民間非営利的な取り組みを組み込みなが

ら地域課題に悪戦苦闘しているという実態がある。

単なる民営化や民間委託といったNPM的な手法や

新自由主義的な考え方ではなく、「住民自治ビジネ

ス」といえるようなコミュニティ・ビジネスと重な

るが新しい要素を含み込んだ住民自治の取り組み

・展開が広がっていることに注目して、「小さな拠

点」づくりの意義を考察してみたい。

1. 中山間地域における「小さな拠点」づくりへ
　 の期待と懸念

　 「小さな拠点」とは、中山間地域等において、地

域住民の生活に必要な生活サービス機能（医療・介

護・福祉、買い物、公共交通、物流、燃料供給、教

育等）やコミュニティ機能を維持・確保するため、

旧町村の区域や小学校区等の集落生活圏において、

生活サービス機能や地域活動の拠点施設が一定程度

集積・確保している施設や場所・地区・エリアのこ

ととされている。1 ここでいう集落生活圏とは、単一

または複数の集落および周辺農用地等で構成された

自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を

構成している圏域であり、基本的に、集落生活圏に

一つの「小さな拠点」がある、ということが想定さ

れている。

　 「小さな拠点」は地域の生活を維持する「守りの

場」であると同時に、当該地域を新たな形に導く再

編への「攻めの場」であるとして、中山間地域の支

援政策として大きな期待が寄せられているところで

ある。2 一方で、「小さな拠点」を国が主導で整備し

ていくことについては懸念が示されており、「小さ

な拠点」を中心とする圏域が広く設定されているこ

と、国の進める ｢地方創生｣ 政策のもとでは「選

択と集中」の論理がはたらいており、｢小さな拠点｣

の形成が推進されることによって、地方切捨て、地

方の再編成に繋がってしまうのではないか、といっ

たことである。

　 「小さな拠点」を中山間地域につくっていくこと

自体は、拠点としてのハード整備にとどまらず、地

域づくりに関するソフト面に対しても配慮がある

ことは評価されるべきであろう。問題になるのは、

｢地方創生｣ の枠組みに沿って拠点を形成し、「拠点

集中型」の地域社会をつくることではなく、「住民

が日々の生活を営む集落における共同社会の質の高

さ」3を維持していくための仕組みづくりである。

　本稿では、中山間地域の「小さな拠点」づくりの

意義と、拠点形成において重視すべきことを考察す

るために、奈良県川上村で活動する一般社団法人「か

わかみらいふ」の取り組みに注目する。「かわかみ

らいふ」の取り組みは、中山間地域における住民の

生活を守る特徴的な活動であると同時に、「小さな

拠点」づくりにおいて必要とされる重要な観点を提

図表 1　奈良県川上村　人口・世帯数の推移
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起するものと考えられるからである。

2. 奈良県川上村「かわかみらいふ」の活動の
　 概要

（1）奈良県川上村の概要

　奈良県川上村は、奈良県の南部地域に位置し、吉

野林業発祥の地として、森林率が 95%に上る中山間

地域である。4 明治の合併によって現在の川上村がで

きてからは市町村合併を経験しておらず、村内には

26 の集落が点在する。1996 年には「川上宣言」を

発表し、「水源地の村づくり」に取り組むことを掲

げている。

　川上村の人口は 1970 年代以降減少が続いており、

国勢調査によると、1965 年には 7,165 人のところ、

2015 年には 1,313 人となった（図表 1）。年齢構成に

おいても、65 歳以上が 771 人（58.7%）に上り、人

口減少と少子化・高齢化が同時に進んでいる。2060

年には人口が 518 人（2015 年の約 1/3）に減少する

見込みであり、2014 年に公表された日本創生会議の

名による人口減少問題に関する一連の論稿、いわゆ

る ｢増田レポート｣ 5 において、消滅可能性自治体

の第 2位にランクされるなど、全国的にみても特徴

的な自治体となっている。

　川上村の産業別就業者についても、人口減少にと

もなって、大きく減少を続けている。図表 2によれ

ば、1970 年には第 1次産業従事者が 944 人と最も多

く、山村としての特徴をもっていたが、2015 年には

全体として就業者数が減少する中で、第 3次産業従

事者が中心となっている。

　川上村の産業の特徴は、減少したとはいえ第 1次

産業、とくに林業の従事者が多いことである（図表

3）。2015 年の第 1次産業従事者 46 人のうち、40 人

が林業に従事している。日本最古の人口造林として、

記録上 1500 年代まで歴史をさかのぼることのでき

る吉野林業は、産業として後退を余儀なくされてい

るとはいえ、村の基幹産業の一つとして認識されて

いる。6

図表 2　奈良県川上村・産業別就業者数の推移（国勢調査）

図表 3　奈良県川上村・産業別就業構造（2015 年）

（出所）｢国勢調査｣

人 %
第 1 次産業 46 9.6

農業 5
林業 40

第 2 次産業 152 31.6
建設業 40
製造業 112

第 3 次産業 283 58.8
卸売 ･ 小売業 51
宿泊業、飲食 40
医療、福祉 45
公務 45

就業者数 486 100.0
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　現在、川上村の施策の基本方針として、川上村第

5次総合計画（2015 ～ 2024 年）があり、第 5次総

合計画をふまえて、2016 年 1月、川上村「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」が策定されている。「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」は、4つの分野

（ひと、しごと、子育て教育、暮らし）について、9

の重点プロジェクトを設定し、将来的な人口の維持

を目指すものとなっている。そして、｢小さな拠

点｣ づくりは、4分野横断プロジェクトの 1つとし

て、｢東部地区暮らしがつづく集落づくりプロジェ

クト｣ に位置づけられている。後述の「川上 ing 作

戦」に関する調査で、事業所閉鎖が早いのは東部が

多いことが分かり、まちづくりにおいて東部を何と

かしなければいけないという問題意識から、創生総

合計画の 1つとして位置づけられたということであ

る。

（2）「かわかみらいふ」の活動の概要

　一般社団法人「かわかみらいふ」は、「東部地区

暮らしがつづく集落づくりプロジェクト」の具体化

を図るものとして、2016 年 7月、川上村版「小さな

拠点」として設立された。7「かわかみらいふ」は、

川上村東部地区（15 集落）を対象に、2018 年 4 月

現在で大きくは4つの事業を行っている。それぞれ、

①移動スーパー ･コープ宅配サービス＋見守り（コ

ミュニティナースが同行）、②ガソリンスタンド ･

灯油の宅配と灯油自動給油機運営、③コミュニティ

カフェ、④医師による巡回診療（月 1回）、である。

　運営体制としては、「産官金労福」の参加による

理事会体制をとっており、特に村外の民間企業が

「産」として参加しているところが特徴である。実

際に事業を運営する事務局体制は、事務局 2名、移

動スーパー事業 4名、配達事業 4名、ガソリンスタ

ンド事業 3名、総務 ･経理 2名の体制で行っている。

　 「かわかみらいふ」が設立されるに至った経緯は、

2013 年にさかのぼる。2006 年より空き家バンクの

運営をはじめるなど、移住促進のための取り組みを

川上村が進めていたこともあり、村の若手職員を中

心に、住環境の整備について奈良県と相談を行った。

相談の具体的な内容としては、公営住宅建設のため

に使える補助事業の情報の提供を求めることであっ

た。しかし、県庁の担当者からは、公営住宅に入居

する対象者はどのような人たちなのか、入居後の生

活を考えてあげるべきではないか、特に仕事をどう

するのかという問題提起を受け、補助金の交付を断

られた。

　そこで、村の課題を整理し、対応策を考えるた

めの若手職員による自主的な取り組みが始まった。

移住と仕事のお世話をセットで行うことを目指し

て、｢川上 ing 作戦｣ と名付けられた取り組みは、

まず、10年後の地域はどうなるか、地域社会の担い

手が確保できるか、という観点で全戸調査を行うこ

とから始まった。村の課題として見えてきたことは、

人口分析の結果、若年層よりも高齢者の村外流出が

多いことであった。高齢者の村外流出については、

食の確保が大きな要因になっており、食の確保が難

しい高齢者は、子供が呼び寄せて同居するという傾

向があった。

　若手職員の議論では、高齢者の村外流出の実態か

ら、川上村で暮らし続けるには食の確保が大事であ

り、役場だけでなく、もう 1つ拠点があればネット

ワークをつくることで対応できるのではないか、と

いう発想に至った。そして、2016 年 1月に策定され

た ｢川上村まち ･ひと ･しごと総合戦略｣ に、｢小

さな拠点｣ の形成が重点事業に位置付けられた。同

7月には村の若手職員を事務局に派遣する形で一般

社団法人「かわかみらいふ｣ が設立され、同 8月に

「かわかみらいふ」を運営主体として、｢川上村ふれ

あいセンター｣ に ｢小さな拠点｣ を開設することに

つながった。実際の事業開始は 2016 年 10 月で、移

動スーパー事業、宅配事業、コミュニティカフェ事

業を立ち上げた。そして、2017 年 4月からは、ガソ

リンスタンド事業を開始した。

　 「小さな拠点」を整備する費用に関しては、大き

くは 2つの交付金を活用した。一つは、地方創生政

策にかかわる「地方創生加速化交付金」に手を上げ、

約 2800 万円の交付を得たことである。ソフト事業

のための交付金として交付されるものであったが、

同交付金を活用して、拠点になる施設改修に 400 万

円、残りは備品の購入のため、例えば移動スーパー

の車、コープ宅配用軽トラック、レジ設備などに充

てた。備品の購入については、今はハード事業扱い

になってしまっているが、当時は使えたので、タイ

ミングが良かった。

　もう一つの交付金は、総務省の集落ネットワーク

事業の活用である。同事業により 2000 万円の補助
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金を受給し、ならコープの宅配の運搬事業を引き継

ぐため、ならコープから運んできた品物の積み分け

のための荷仕分け場をつくった。同事業で使えるハ

ード事業費は総額の半分までだったので、ソフト事

業として、外部のコンサルにガソリンスタンドの継

業調査をしてもらい、2017 年からのガソリンスタン

ド事業の立ち上げに結び付けた。交付金については、

事業主体の「かわかみらいふ」として補助金を受給

することができたので、各種事業の立ち上げにとっ

て非常によかった。

　 「かわかみらいふ」の事業は、最初は上手く進む

かどうかは疑問があったが、タイミングもよかった。

「かわかみらいふ」ができるまでは、村内に生鮮食

品の店がなくなっていたため、隣町に本店を構えて

いる吉野ストアが先代社長の意思により大きい車で

移動スーパーを営んでいた。しかし、移動スーパー

の維持管理費用と売上を聞いて、事業継続の困難さ

を知り、撤退されるようなことになるなら何とか村

で維持したい、と動き出すことになった。吉野スト

アも「かわかみらいふ」による移動スーパーの継業

について、積極的に応援してくれた。また、ならコ

ープも吉野応援プロジェクトを立ち上げていたこと

もあり、コープの村内宅配事業の継業について支援

してくれるという状況にあった。

（3）「かわかみらいふ」の活動の状況

　 「かわかみらいふ」の事業の中心である移動スー

パー事業は、全村を対象に、1週間に１回、各地域

を回っている。移動スーパーでは吉野ストアの商品

を販売しているが、仕入れをしているわけではない。

売れ残ったものは吉野ストアに全て返却し、在庫を

持たないようにしている。「かわかみらいふ」で人

と車を用意するからということで、吉野ストアから

みれば勝手に売ってくれているという形になってお

り、販売手数料 5%を「かわかみらいふ」がもらっ

ている。移動スーパー事業では、月あたり約 300 万

円の売上がある。

　一方、コープ宅配は東部のみで行っており、移動

スーパーに同行するコミュニティナースの活動も東

部のみで行っている。コープの宅配も、移動スーパ

ーと同じように販売手数料をもらっている。

　移動スーパーと宅配事業は地域の高齢者の見守り

も兼ねており、営業・配達時の情報は日報の形で残

している。情報をもとに、対応できるところはして、

問題あれば保健師に、さらには社会福祉協議会につ

なぐこともある。それでも、見守りができているの

は移動スーパーに出向いてくれる人だけであり、来

てくれない人はどうするか、また、コープの利用も

ないという人の場合は、さらなる課題である。

　ガソリンスタンド事業については、個人経営であ

ったスタンドの設備を村が所有し、運営について「か

わかみらいふ」に委託するという、日本ではめずら

しい「公設民営」の形で営んでいる。ガソリンスタ

ンドは完全営利事業として行っており、車に乗る人

の利用はもちろんのこと、乗らない人も必要として

いる。たとえば、暖房用の灯油や、農機具の燃料な

どである。そこで、灯油の宅配、灯油の自動給油機

運営の実証実験8 といった取り組みも行っている。

以前と比べてガソリンは 1.6 倍、灯油が 5倍の売上

にのぼっており、初年度については、年間 7500 万

円の売上を予定している。

　 「かわかみらいふ」の事務所は事業所兼交流拠点

の役割をもっている。例えば、コピー機の導入であ

る。従来、免許証や自治会資料など、コピーが必要

な場合は隣町のコンビニまで行っていた。しかし、

事務所にコピー機を置くことで、住民がコピーをし

て、さらにはコミュニティカフェでコーヒーを飲み、

体育館施設に置いてある卓球台で卓球をし、また、

移動スーパーで買い物をする場所にもなる。

　拠点である「ふれあいセンター」は、「かわかみ

らいふ」が管理しつつ、最初の理念を具体化する中

で、行政サービスを組み込むような形になってきて

いる。当初は移動スーパーと高齢者の見守りを行っ

て、交流拠点でもあるというイメージであった。し

かし、「かわかみらいふ」が入ったことで、拠点で

ある ｢ふれあいセンター｣ が月曜日から金曜日まで

恒常的に利用される施設に変わった。これまで利用

するときのみ開館していたことを考えれば、恒常的

に利用されるようになったことで、台風などの災害

の際の避難所として、防災拠点としての役割も持つ

ようにもなっている。

3.「かわかみらいふ」の取り組みの特徴

　 「かわかみらいふ」の活動の特徴について、現地

調査に基づいて 3つの観点から整理してみたい。9 そ
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れぞれ、地域内経済循環の強化、公共性をもった活

動と自治体の役割、地域に出向いていくための拠点、

という 3点である。

（1）地域内経済循環の強化

　営利も追求するため、「かわかみらいふ」は一般

社団法人で立ち上げられたが、第 3セクター方式は

最初から考えていなかった。民間企業、村民も巻き

込むことが必要で、村民の生活に直結した事業をや

ることを目的としている。

　 「かわかみらいふ」の活動を立ち上げたことは、

役場職員の目線から見れば、非効率な行政のやり方

であるという認識がある。本来、民間の業者が存在

すれば頑張ってもらえばよいところ、商店がなくな

ってしまったので、仕方なくやっているというとこ

ろである。民間業者の撤退、廃業を止められなかっ

たということからすれば、「かわかみらいふ」の取

り組みは、地域づくりの失敗事例であると考えても

よいのかもしれないという。

　公共部門の役割が大きくならざるをえないのは中

山間地域の特徴であろうが、公がビジネスに手を出

してはいけない。民業は民がやるべきであるので、

民間の力を活用しないといけないが、一方で、丸投

げでもいけない。行政が地域の住民と一緒に汗をか

くという姿勢が重要で、「かわかみらいふ」が人を

用意し、地域の店を継業していくという人材派遣業

になればよいということを 1つの理想として考えて

いる。

　行政と民間が協業することで、地域外に流出して

いる所得を地域内にとりもどし、地域内経済循環を

つくることが「かわかみらいふ」の活動の大きな目

標になっている。「かわかみらいふ」全体で初年度

は 1億 5千万円の売上予測をしており、「かわかみ

らいふ」の活動がなければ、村外流出部分になって

いたところである。そして、他の民業を圧迫しない

ようにすることも重要で、例えば、ガソリンスタン

ドではタイヤ ･オイル交換をしないという配慮をし

ている。

　 「かわかみらいふ」が持つ地域経済への意味とし

ては、職員が結局は住民でもあるので、まず職員の

給料が、暮らしが成り立つように十分なものとして

いかなければならないということもある。他の民間

の給与も見ながら、少しづつ上げていき、最低で

も年 350 万円程度の収入が保障されるようにはした

いという。また、職員 15 人中正社員は 5人のみで

あるが、一方で、パートの人も正社員のようにたく

さん働きたいわけではない。むしろ村内にパートの

職場がなかったため、小遣い稼ぎや、子ども中心の

生活をしながらも働けるなど、多様なニーズに応え

る雇用を生み出していることにも結果的にはなって

いる。

（2）公共性を持った活動と地方自治体の役割

　 「かわかみらいふ」の活動は徐々に広がりをみせ

ているが、自主的な経営だけで財源を十分に確保で

きる状況ではない。提供しているサービスの性格上、

行政の各種支援を受ける必要性がある。

　行政の支援としては、財政的な側面と、人的な側

面がある。財政的な側面としては、指定管理を通じ

た管理料、各種補助金などがある。拠点である ｢ふ

れあいセンター｣ は村の所有施設なので、拠点の改

修を行政が行ったうえで、「かわかみらいふ」が指

定管理者となり、管理料を受け取っている。また、

移動スーパー事業と宅配サービス事業については、

村の買い物支援事業としても位置づけられているた

め、運営経費の補助を受けている。

　行政の人的支援については、「かわかみらいふ」

の事務局長に役場職員を出向させている。出向なの

で給与は行政が負担しているという点では、財政的

支援にもなっている。事務局長は出向のため、いず

れ職場に戻るが、プロパー職員に引き継いでからも、

行政との連携はスムーズにはかられ続けなければな

らない。

　ガソリンスタンド事業については、十分に利益を

出せるので、自主財源で運営する見込みは立ってい

るが、「かわかみらいふ」本体と買い物支援に関す

る事業は難しい。行政の財政的支援については、村

一般財源から 600 万を運営経費の補助として負担し

ている。問題は、この 600 万円を赤字ととるか、公

共性のある行政サービスの還元ととるかという点に

ある。川上村の東部 15 自治会でも、村全体の自治

会の集まりでも、当初赤字に対する批判はあったが、

理解してもらったという経緯がある。例えるなら、

国民健康保険事業と代わりのない、必要な住民サー

ビスということである。

　 「かわかみらいふ」の事業については、経済事業
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と福祉事業を分けて考えている。ガソリンスタンド

は利益を出す経済事業として考える一方、買い物支

援は福祉事業として赤字は出るが、村全体として必

要な経費として村財政で負担するという、新しい税

金の使い方であるととらえている。村民に地域外で

なく「かわかみらいふ」で買おう、という意識を持

ってもらうことも大事で、村民の理解があると感じ

られるのは、車に乗れる人も利用してくれている点

である。将来、車に乗れなくなったときのことを考

えて、村民に買い物ができる場所を守る意識がある。

国全体で考えてみても、国がかける費用と、村のサ

ービスの充実の兼ね合いという点からは、過疎地に

無駄な金を使うのか、という議論をさせないために

も、成果を出す必要があると考えて事業に取り組ん

でいるということである。

　なお、明治期の合併からこれまで川上村は市町村

合併には関与してこなかった。いわゆる「平成の合

併」のときに、奈良県の 3分の 2の広さになる吉野

郡での合併協議会ができたが、川上村は参加しなか

った。合併協議会そのものは最終的には解散したが、

仮に合併に参加していれば、どうしても川上村は周

辺部になってしまう。合併によって行政機能が中心

部に集まったら、例えば川上村の「東部」という認

識もなくなってしまう。住民も、高齢になったら中

心部にまで出て行けないケースも考えられる。「か

わかみらいふ」に対して行政支援が可能になってい

るのも、川上村として自律の道を選択したからこそ

できている、という側面があるという。

（3）「出向いていく拠点」としての｢小さな生活拠点｣

　川上村版 「小さな拠点｣ としての「かわかみらい

ふ」は、｢小さな生活拠点｣ として、すなわち待つ

のではなく「出向いていく拠点」として位置づけら

れている。行政の側からはできないことを、「かわ

かみらいふ」にやってもらうものとして理解されて

いる。

　川上村版「小さな拠点」の考え方は、集めた拠点

ではなく、「出向くための拠点」であり、「行政の拠点」

でもある、というものである。自然と集まってくる

ものはよいが、恣意的に集めるのは難しい。行政の

思いとしては、集まってくるような土壌を作ってい

くことが必要であるということにある。したがって、

国の「小さな拠点」の考え方は、川上村にはあまり

そぐわないのではないかということである。

　 ｢小さな生活拠点｣ としての「かわかみらいふ」

に行政施策が関連づけられて、出て行く拠点として

の役割を果たしているものとしての象徴が、コミュ

ニティナースの導入である。コミュニティナースと

は、病院や福祉施設、訪問看護に従事する看護師と

異なり、地域の中で住民とパートナーシップを形成

しながら、その専門性や知識を活かして活動する医

療人材のことである。10

　川上村がコミュニティナースの取り組みを始めた

のは、奈良県が奥大和地域の健康づくりを推進する

ために、コミュニティナースプロジェクトを始動さ

せたためである。11 その動きに川上村村長が賛同し

たため、2017 年 4月より、村の保健師 1名を東部地

区担当のコミュニティナースとして「かわかみらい

ふ」に出向させることになった。

　コミュニティナースは移動スーパーの車に同行

し、できるだけ東部地区の集落を回るようにしてい

る。また、移動スーパーや宅配事業のスタッフも地

域住民への声かけや見守りを行っているため、日報

の形で情報共有も行っており、必要に応じて村の住

民福祉課や社会福祉協議会、民生委員など関係部署

と連携も行っている。

　川上村の住民は、お互いにコミュニケーションを

とっているようで取っていないという実態があり、

村の調査によって、高齢者が人とまったく話さない

日もあるということが明らかになっている。そこで、

移動スーパーのドライバーとコミュニティナースが

出向いていく、そして出向いていくことで、高齢者

の生活を支えていくということが重要である。住民

の孤立を防ぐため、「かわかみらいふ」が最後の砦

として、受け止めないといけないという意識は共有

されている。特に、東部地区は不満があっても行政

にクレームをつけるような地域ではないため、ドラ

イバーやコミュニティナースが丁寧に話を聞いてあ

げることが大事になる。また、ドライバーにとって

も、仕事のモチベーションとして、地域の人に支え

られているという意識を持つことができるという意

味もある。

　出向く行政は効率が悪いため、他地域では行政が

やりたがらない。しかし、行政の関わり、支援が地

域住民に安心感をもたらすことになるので、川上村

ではまずやってみようという意識が行政にある。本
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来であれば、行政は行政のことだけをしたらよいの

だが、住民の生活を考えたらいろいろなことをしな

ければならないのが現実で、行政の手が回らないと

ころ、すきまを埋める役割を「かわかみらいふ」が

担えればよいということである。

　なお重要なことは、川上村だけが新しい取り組み

を進めていてもいけないということである。川上村

以外の吉野地域全体でも、顕在化していないだけで

課題はどこでも同じである。将来的には、近隣市町

村と協力しながら、点の取り組みを面的に広げてい

かなければならない。

4. 「小さな拠点」づくりに求められること

　 「かわかみらいふ」の取り組みを踏まえて、「小

さな拠点」に求められることを改めて検討し、住民

自治の充実という観点から、「小さな拠点」づくり

の意義を「住民自治ビジネス」としてとらえること

を試論的に提起したい。

（1）｢小さな拠点｣ に求められること

　国が「地方創生」政策をすすめるうえで、「小さ

な拠点」とともに、「地域運営組織」を増やしてい

くことも目的に掲げている。地域運営組織とは、「地

域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心と

なって形成され、地域内の様々な関係主体が参加す

る協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域

課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織」

とされている。12

　 「小さな拠点」と「地域運営組織」の形成は、と

もに地域づくりの中心をつくっていくことに共通

性を持っているが、「小さな拠点」づくりは中山間

地域を対象とした政策である一方、「地域運営組織」

の形成は都市部も含め、全国が対象となる政策であ

る。また、「小さな拠点」はハード的側面に重点が

ある一方、「地域運営組織」は運営組織のソフト的

側面に重点が置かれている。中山間地域を念頭にお

けば、「小さな拠点」を運営する組織が住民主体で

あれば「地域運営組織」となりうる、と整理できる

だろう。

　もっとも、実際に「小さな拠点」や「地域運営組織」

を運用する住民組織や行政の側からみれば、必ずし

も明示的に区別された取り組みというわけではない

ようである。13 「かわかみらいふ」を例にとれば、「か

わかみらいふ」の存在は川上村版「小さな拠点」で

あると政策的に位置づけられているが、「かわかみ

らいふ」の組織に注目すれば、「地域運営組織」で

もあるといえる。本稿では中山間地域である川上村

を事例に考察をするものであるから、「小さな拠点」

と「地域運営組織」を厳密に区別することはせず、

川上村のとらえ方に従い、「小さな拠点」というこ

とで一括して議論をすすめることにしたい。

　改めて、｢小さな拠点｣ づくりを進めることは、

地域の再編をすすめるものか、地域の生活拠点整備

につながるものなのか。「地方創生」の枠組みに位

置付けられていることを重視する立場からは、「小

さな拠点」が公的な行政サービスの後退と地域住民

への負担転嫁に利用されるのではないかという懸念

が示されるところである。しかし、重要なことは実

際に「小さな拠点」を運用する現場レベルでのとら

え方であり、それは国の意向と必ずしも一致するわ

けではない。「かわかみらいふ」の取り組みが示し

ていることは、「小さな拠点」が何のための拠点な

のか、地方自治の観点から規定されなければならな

いということである。

　中山間地域の住民の生活を守るための拠点、とい

うことを考えるのであれば、「拠点に集める」こと

を目的とすることは必ずしもよいことではない。「集

められた拠点」までの高齢者の移動の問題は、中山

間地域においては現実的にはかなりの困難を生じさ

せる。そこで、「かわかみらいふ」が掲げる「出て

行くための拠点」という観点は、「小さな拠点」を

実際に運用するにあたっては重要なものになる。

（2）｢小さな拠点｣ のもつ公共性

　小田切（2018）は、「地域運営組織」について、

｢小さな自治｣ とか ｢小さな役場｣ と表現される総

合性を持ち、自治組織であると同時に経済組織でも

あるという二面性があり、具体的な経済事業を行う

ところに新しさがあるとしている。14 本稿で検討し

ているところの「小さな拠点」である「かわかみら

いふ」にも同様のことがあてはまるが、地域の課題

をビジネスの手法を通じて解決をはかる取り組み

は、「コミュニティ・ビジネス」として議論されて

いることでもある。

　 「コミュニティ・ビジネス」として「小さな拠点」
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で営まれる経済事業は、地域づくりのための経済活

動として行われることが求められる。15 単に地域活

動の資金源や地域の雇用創出といった経済効果を目

指すのではなく、次世代に地域を引き継ぐ効果をも

つことが重視されるべきであるということになる。

　社会的、公共的な目的をもった経済活動は、欧米

では「サードセクター」として議論されている分野

でもある。16 日本における「第三セクター」の定義

は特殊なもので、公共団体の出資がある法人に限定

されたものになっている。しかし、アメリカとヨー

ロッパ諸国の間でとらえ方の相違が指摘されると

ころであるとはいえ、世界的にも、日本において

もNPOのように「公」と「民」の橋渡しをするよ

うな存在が経済的・社会的観点から積極的に位置づ

けられるようになってきている。日本においては、

NPOにとどまらず、協同組合など広義の「第三セ

クター」の意義について、改めて積極的に評価され

る必要があるだろう。「かわかみらいふ」の取り組

みは、広義の「第三セクター」として、公共性を持

った活動として位置づけられるものであろう。

　そこで、公共性の探求は、現代的にはなお重要な

課題である。「かわかみらいふ」の行政支援に対す

る考え方の特徴に、「地域の同意に基づく税金の新

しい使い方」というものがあったが、この背景には、

活動に地域的な公共性が認められていることがあ

る。しかし、公共性概念自体は非常に抽象的なもの

で、晴山（2009）は、公共性概念について、国家の

公共性、事物 ･事務の公共性、公共空間としての公

共性、という 3つの観点から整理しているが、17 具

体的な研究課題に即して深められる必要がある。「小

さな拠点」・「地域運営組織」における公共性はどの

ように担保されるのかは、様々な観点から論じられ

るべきテーマであり、本稿では十分に展開する紙幅

がないため、稿を改めて検討を期することとしたい。

（3）「小さな拠点」を支える「住民自治ビジネス」

　　という理論的枠組みの提起

　稲継 ･山田（2011）は、「行政ビジネス」といっ

た概念を提示している。「行政自らビジネスの手法

を活用し、あるいは民間企業と一緒にビジネスを行

うことによってプロジェクトは持続可能なものにな

りうる。行政における、あるいは行政が自ら行うビ

ジネスモデルをどう作るかが新しい課題である。こ

うしたものを『行政ビジネス』（Pub・Biz）と呼ん

でおく。行政の営業活動がそのエンジンとなる。」18 

とのことである。そこでは、「行政、とりわけ自治

体行政にかかわる人たちが新しいツールを手に入

れ、同時に、企業もビジネスチャンスを拡大する。

これは、行政と民間がウィン・ウィンのビジネスモ

デルを創造し、地域社会に活力を生み出すための挑

戦である。」19 という。「かわかみらいふ」の取り組

みは、「行政ビジネス」の一種としての「住民自治

ビジネス」と捉えることができないだろうか。

　実際に、「小さな拠点」・「地域運営組織」として

の「かわかみらいふ」は、中山間地域において十分

に力を発揮できない行政・民間の ｢谷間｣ を埋めな

がら住民自治の充実と地域生活インフラ拡大・雇用

創出までも同時に達成し、｢住民による住民のため

のビジネス｣ として展開・拡大している。しかし、

その取り組みは複合的であり、人口減少や高齢化に

よる担い手不足の問題は顕著であるので、諸資源の

積極的な調整・管理なしには多様な取り組みを維持

することは難しい。また、民間の営利企業ベースで

の ｢ビジネス｣ に乗りにくい事業は、地域住民のニ

ーズとビジネスとしての採算性のバランスを保つた

めにも、地域住民全体の関心を引きつけながら積極

的な支援を必要としている。

　このように「小さな拠点」・「地域運営組織」であ

る「かわかみらいふ」が内在的にもつ「住民自治」

や行政の公共性の要素と「ビジネス」的視点のバラ

ンスの取り方・あり方は、理論的・実証的に見ても、

伝統的な地方自治論、地域コミュニティ論の「谷間」

にあたる部分である。「住民による住民のためのビ

ジネス」は、合意形成と地方行政の一端という従来

の住民自治組織の活動イメージからすれば新しい動

向であり、さらには単なる「ソーシャル・ビジネス」

や「コミュニティ・ビジネス」の隆盛といった観点

では十分にとらえきれない面もある。

　筆者らは、人口減少社会の中山間地域における地

域課題を解決するのに役立つ理論的な解釈枠組みと

して ｢住民による住民のためのビジネス｣ ＝「住民

自治ビジネス」を提示したい。そして、「住民自治

ビジネス」の枠組みの提示が適切で妥当なものなの

か、適切だとしても、その射程はどこまであるのか

を多角的に実証し、考察することが、今後の課題で

ある。
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おわりに

　中山間地域における「小さな拠点」は、「集める

拠点」ではなく、「出て行く拠点」としての役割が

期待される。拠点が持つ機能は、地方自治、とりわ

け住民自治のあり方に規定されるものであり、地域

づくりの将来像に対する積極的な議論が期待され

る。当面の人口動態が代わらないことを前提にすれ

ば、人口減少が全体として進むなかでの地方自治の

組み替え、ビジネス的手法の導入と地域の合意形成

の関係性に関する整理について、｢住民自治ビジネ

ス｣ の維持可能性が問われることになるだろう。

　本稿で取り上げた「かわかみらいふ」の取り組み

は、そのほとんどが全国初のものであり（『TURNS』

Vol.26、p.91）、「かわかみらいふ」の取り組みは、

今後も全国的に注目されることになるだろう。現在

の「かわかみらいふ」の事業展開は、村内調査によ

って洗い出された課題をベースにしているが、具体

化は事務局長のアイデアであるとのことである。創

造的な活動は担い手なくしては不可能であり、いず

れ役場に戻らなければならない事務局長の役職を次

にどのように引き継いでいくのか、担い手不足に悩

む他の地域からみても、非常に興味深い点である。

　「かわかみらいふ」の活動はまだ始まったばかり

であり、活動も発展性を持っている。現在の活動に

関してみても、本稿では十分にとらえきれていない

部分が存在している。「かわかみらいふ」の魅力は

地域づくりにおける総合性と革新性であり、今後の

活動の発展にも注目しながら、とらえ切れていない

部分についても改めて検討してみたい。

　本稿の作成に関しては、川上村役場定住促進課、「かわ

かみらいふ」の皆様に多大なご協力をいただきました。

記して感謝を申し上げます。また、本稿は、科学研究費

補助金（基盤研究（C））、研究課題：「小さな拠点」を軸

とする共生型地域づくり―その形成要因の分析と持続モ

デルの構築―、研究課題 /領域番号 15K03939、研究代表

者：田中きよむ、による成果の一部である。

注

 1  内閣府（2018）、p.2。

 2 「小さな拠点」をめぐる議論については、霜田（2018）

　 を参照。

 3  保母（2015）、p.89。

 4  奈良県川上村の概要については、特に断りのない限り、

主に 2018 年 2 月 13 日から 14 日にかけて行った、川

上村役場および「かわかみらいふ」におけるヒアリン

グ調査と、調査時に提供を受けた資料に基づいている。

 5  一連のレポートをまとめたものとして、増田（2014）

を参照。

 6  川上村の林業と村づくりの歴史については、吉澤

（2001）、志藤 (2011) などを参照。

 7  「かわかみらいふ」の概要および活動の状況について

は、特に断りのない限り、主に 2018 年 2 月 13 日から

14 日にかけて行った、川上村役場および「かわかみら

いふ」におけるヒアリング調査と、調査時に提供を受

けた資料に基づいている。

 8  灯油の自動給油機の導入は、業界団体の石油連盟の協

力のもと、過疎地域の公共施設を利用した灯油販売と

しては全国初の試みとして行われているものである。

「過疎地域における新たな灯油供給手段の構築」と「住

民が住みつづけられる村づくりの実現」を目的に実施

する先進的な取組であるとされている（石油連盟ホー

ムページに掲載されている、2017 年 10 月 30 日付プレ

スリリースを参照）。

 9  活動の特徴の整理については、特に断りのない限り、

主に 2018 年 2 月 13 日から 14 日にかけて行った、川

上村役場および「かわかみらいふ」におけるヒアリン

グ調査と、調査時に提供を受けた資料に基づいている。

10 コミュニティナースPJホームページより。

11 川上村におけるコミュニティナースの導入の経緯、活

動の紹介が、『TURNS』Vol.26、2017 年 10 月号、に

書かれている。

12 総務省地域力創造グループ地域振興室（2018）。

13 2018 年 2 月 13 日から 14 日にかけて行った、川上村役

場および「かわかみらいふ」におけるヒアリング調査

による。「小さな拠点」と「地域運営組織」というと

らえ方については、厳密に区別しているということで

はないということであった。

14 小田切（2018）、p.161。

15 有田（2017）、p.87。

16 エバース ･ラヴィル（2007）。

17 晴山（2009）。

18 稲継

・

山田（2011）、pp.3-4。

19 稲継

・

山田（2011）、p.5。
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